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令和２年３月１２日判決言渡  

令和元年（行ケ）第１００９５号 特許取消決定取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年１月３０日 

  判    決 

     

       原 告   ワッカー ケミー アクチエンゲ

ゼルシャフト                            

        

                    

       同訴訟代理人弁護士   宮   嶋       学 

                   高   田   泰   彦 

柏       延   之 

                   砂   山       麗 

       同訴訟代理人弁理士   永   井   浩   之 

                   中   村   行   孝 

                   小   島   一   真 

                   金   澤   佑   太 

     

被       告   特許庁長官   

同 指 定 代 理 人   宮   澤   尚   之 

           豊   永   茂   弘 

           後   藤   政   博 

           河   本   充   雄 

           小   出   浩   子 

  主    文 

１ 原告の請求を棄却する。 
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２ 訴訟費用は，原告の負担とする。 

３ 原告に対し，この判決に対する上告及び上告受理申

立てのための付加期間を３０日と定める。      

  事実及び理由 

第１ 請求 

 特許庁が異議２０１７－７０１２２３号事件について平成３１年２月２１日にし

た決定のうち，特許第６１５４０７４号の請求項１ないし４，８，１１に係る部分

を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 １ 特許庁における手続の経緯等 

 ⑴ 原告は，平成２６年８月７日，発明の名称を「多結晶質シリコン断片及び多

結晶質シリコンロッドの粉砕方法」とする発明について特許出願をし（優先権主張：

２０１３年８月２１日，ドイツ），平成２９年６月９日，特許権の設定登録（特許第

６１５４０７４号。請求項数１１。以下，この特許を「本件特許」という。甲１）を

受けた。 

(2) 本件特許について，平成２９年１２月２２日，Ａから特許異議の申立て（異

議２０１７－７０１２２３号）がされた（甲３）。 

原告は，平成３０年５月２１日付け訂正請求書（甲６）により，特許請求の範囲に

ついて訂正請求をし，同年９月２７日付け手続補正書（甲２）により同訂正請求書

の手続補正をした（以下「本件訂正」という。）。 

(3) 特許庁は，平成３１年２月２１日，本件訂正を認めた上，「特許第６１５４

０７４号の請求項１～４，８，１１に係る特許を取り消す。特許第６１５４０７４

号の請求項５～７，９，１０に係る特許に対する特許異議の申立てを却下する。」と

の決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年３月１日，原告に送達

された。なお，附加期間として９０日が定められた。 

(4) 原告は，令和元年６月２７日，本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起し
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た。 

 ２ 特許請求の範囲の記載 

 本件決定が対象とした本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１～４，８，１１の

記載は，以下のとおりである（甲１，２）。以下，各請求項に係る発明を「本件発明

１」などといい，これらを併せて「本件発明」という。また，その明細書を，図面を

含めて，「本件明細書」という（甲１）。 

【請求項１】炭化タングステンを含んでなる表面を有する少なくとも二個の粉砕

工具により，多結晶質シリコンロッドをチャンクに粉砕する方法であって，前記少

なくとも二個の粉砕工具が，前記工具表面の炭化タングステン含有量が９５重量％

以下であり，かつ炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径が１．

３μｍ以上である第１の粉砕工具と，前記工具表面の炭化タングステン含有量が８

０重量％以上であり，かつ前記炭化タングステン粒子の前記メジアン粒径が０．５

μｍ以下である第２の粉砕工具とを含んでなり，前記方法が少なくとも２つの粉砕

工程を含んでなり，前記少なくとも２つの粉砕工程が，前記第１の粉砕工具による

粉砕工程と，前記第２の粉砕工具による粉砕工程とを含んでなる，方法。  

【請求項２】前記第２の粉砕工具の炭化タングステン粒子の前記メジアン粒径が

０．２μｍ以下である，請求項１に記載の方法。  

【請求項３】前記第１の粉砕工具が，手動式ハンマー，ハンマーミル又は機械式

衝撃工具である，請求項１に記載の方法。  

【請求項４】前記第２の粉砕工具が，ジョークラッシャ，ロールクラッシャ又は

ボールミルである，請求項１に記載の方法。   

【請求項８】前記第１の粉砕工具の炭化タングステン含有量が９０重量％未満で

あり，かつ前記第２の粉砕工具の炭化タングステン含有量が９０重量％超である，

請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。 

【請求項１１】 前記少なくとも２つの粉砕工程間に，８００℃超の温度における

前記チャンクの熱処理に続いて，より低温の媒体中での急冷を行う，請求項１～４
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及び８のいずれか一項に記載の方法。   

 ３ 本件決定の理由の要旨  

 本件決定の理由は，別紙決定書（写し）記載のとおりである。要するに，本件発明

１及びこれを引用する本件発明２ないし４，８及び１１は，特許法３６条６項１号

に規定する要件（サポート要件）及び同項２号に規定する要件（明確性要件）を満た

していない，というものである。  

 ４ 取消事由 

 (1) 明確性要件に係る判断の誤り（取消事由１）  

(2) サポート要件に係る判断の誤り（取消事由２）  

第３ 当事者の主張 

 １ 取消事由１（明確性要件に係る判断の誤り）について 

〔原告の主張〕 

 (1) 本件明細書には，炭化タングステン粒子の代表径の定義ないし測定方法の明

示的な記載はないが，技術常識（甲１９～２２）を踏まえれば，沈降法によって測定

されるストークス径と理解するほかない。よって，本件発明における炭化タングス

テン粒子のメジアン粒径における粒径の定義は，沈降法により測定されるストーク

ス径ということで，一義的に明確である。 

 本件発明における「炭化タングステン粒子のメジアン粒径」が明確である以上，

どのような方法により本件発明の「炭化タングステン粒子のメジアン粒径」を特定

するかは侵害立証の問題であって，明確性要件の問題ではない。 

(2) ストークス径は，ストークスの式により明確に定義される（甲２２）から，

本件明細書に接した当業者であれば，本件発明は，ストークス径を基にした質量分

布におけるメジアン径が「１．３μｍ以上」ないし「０．５μｍ以下」である炭化タ

ングステン粒子が，それぞれ工具表面に存在する粉砕工具を規定していると容易に

理解できる。 

(3) 焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か，変化するとし
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てどの程度変化するかは，焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも予測可能

であり，その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径を調整し，その材

料として用い，必要に応じて焼結条件を調整すればよく，また，焼結の前後それぞ

れの炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認す

ることで，ストークス径の粒度分布の変化を予測することも可能である。また，本

件発明におけるメジアン粒径は，「１．３μｍ以上」ないし「０．５μｍ以下」とい

う広い範囲を規定するものであるから，焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性に

ほとんど影響を及ぼさないと考えられる。よって，工具表面に存在する炭化タング

ステン粒子の粒子径を直接測定するまでもなく，本件発明の規定する，第１の粉砕

工具において炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径を１．３μ

ｍ以上とし，更には第２の粉砕工具において炭化タングステン粒子の前記メジアン

粒径を０．５μｍ以下とすることは当然に可能である。 

(4) 焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要があるとして

も，バインダー樹脂を溶かすなどして炭化タングステン粒子を取り出し，沈降法で

測定することは可能である。本件発明において主に想定されているバインダーは，

コバルト結合剤であるところ，コバルトの融点は１４９５℃であるから，焼結の工

程で焼失することはない上，炭化タングステンの融点は２８７０℃とコバルトのそ

れよりも遥かに高いのであるから，バインダーであるコバルトを溶かすなどして除

去し，炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である。 

(5) 以上によれば，本件発明に明確性要件違反はない。 

〔被告の主張〕 

 沈降法は，液相中の粒子の個々の大きさに応じた沈降速度から粒径を求める方法

であって，個々の粒子がそれぞれ分離して沈降可能な粒子群を測定対象とする方法

である（甲１９，２２）。一方，本件発明における「炭化タングステン粒子の質量に

より秤量したメジアン粒径」は，粉砕工具の工具表面に存在する炭化タングステン

粒子の粒径であるところ，粉砕工具の工具表面に存在する炭化タングステン粒子は，



 - 6 - 

焼結されて一体となって粉砕工具を構成しており，分離可能なものでないから，個々

の粒子がそれぞれ分離して沈降可能な粒子群を測定対象とする沈降法では測定でき

ない。 

 したがって，本件発明における「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメ

ジアン粒径」が，沈降法によって測定されるストークス径であると理解することは

できないから，本件発明の粉砕工具の工具表面に存在する炭化タングステン粒子に

係る粒子径（代表径）の定義ないしその測定方法は明らかではない。 

 粉砕工具の工具表面に存在する炭化タングステン粒子に係る粒子径（代表径）の

定義ないしその測定方法が明らかでない以上，どのような測定方法により「炭化タ

ングステン粒子のメジアン粒径」を特定するかは，明確性要件の問題であるという

べきである。 

２ 取消事由２（サポート要件に係る判断の誤り）について 

〔原告の主張〕 

 本件発明は，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」と特定

されていること及び本件明細書【００２６】の記載によれば，本件明細書に記載さ

れた炭化タングステン含有量の粒子径ないし粒子群の分布は，質量を基準としたも

のと理解するのが合理的である。 

 それ故，【００６１】～【００６６】に記載された「粗い粒子（２．５～６．０μ

ｍ）」や「超微粒子（０．２～０．５μｍ）」などについても，「質量により秤量した」

ものと解釈し，炭化タングステン粒子の質量に基づく粒径分布範囲を表していると

理解すべきであり，これらの記載は，本件発明の実施例として，サポートとなり得

るものである。 

「粗い粒子（２．５～６．０μｍ）」や「超微粒子（０．２～０．５μｍ）」という

程度であれば，厳密な測定を行うまでもなく，工具表面に結合させる前の段階の粒

径や焼結条件との相関により十分に特定可能であり，工具表面に存在しているから

知り得ないということにはならない。また，粒子径が２．５～６．０μｍの粒子であ
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れば，どのような分布基準を採用しても，その粒子は２．５～６．０μｍの間にしか

分布せず，メジアン径もその間の値にしかならないのであるから，「粗い粒子（２．

５～６．０μｍ）」等の記載について，分布基準が何であるかを問題にする実益もな

い。 

 以上によれば，本件発明にサポート要件違反はない。 

〔被告の主張〕 

「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」は，粉砕工具の工

具表面に存在する炭化タングステン粒子の粒径であるところ，原告の主張は，実施

例の「粗い粒子（２．５～６．０μｍ）」等の記載が，炭化タングステン粒子の質量

に基づく粒径分布範囲を表すとの説明にとどまり，粉砕工具の工具表面に存在する

炭化タングステン粒子の粒径又は粒径分布であることは何ら説明されていない。実

施例の「粗い粒子（２．５～６．０μｍ）」等が，粉砕工具の工具表面に存在する炭

化タングステン粒子の質量に基づく粒径分布範囲を示していると認識できない以上，

実施例の多結晶シリコンロッドをチャンクに粉砕する方法は，本件発明の実施例で

あると認識することができない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 本件発明について 

 (1) 本件明細書の記載 

 本件発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２のとおりであるところ，本件明

細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。 

 ア 技術分野 

 【０００１】本発明は，多結晶質シリコンチャンク及び多結晶質シリコンロッド

の粉砕方法を提供する。 

 イ 背景技術 

 【００１２】先行技術は，ポリシリコンを粉砕するための幾つかの方法及び装置

を開示している。 
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 【００１５】しかし，米国特許第７２７０７０６Ｂ２号は，ロールの周囲に間隔を

置いて配置された歯を有する有孔ロール，ロールが回転し得るように取り付けられ

たシャフト，内側にロールが取り付けられているキャビティを限定する表面を有す

るハウジング，ハウジングの上部にある入口，ハウジングの底部にある出口，ハウ

ジングの内側にある，ロールに対向するプレートを開示しているが，その際，ロー

ル，歯，プレート，及びキャビティを限定するハウジング表面が，多結晶質シリコン

の汚染を最少に抑える構築材料で被覆されている。材料は，好ましくはカーバイド，

サーメット，セラミック及びそれらの組合せからなる群から選択される。炭化タン

グステン，コバルト結合剤を含む炭化タングステン，ニッケル結合剤を含む炭化タ

ングステン，炭化チタン，Ｃｒ３Ｃ２，ニッケル−クロム合金結合剤を含むＣｒ３Ｃ２，

炭化タンタル，炭化ニオブ，窒化ケイ素，マトリックス，例えばＦｅ，Ｎｉ，Ａｌ，

Ｔｉ，又はＭｇ，中の炭化ケイ素，窒化アルミニウム，炭化タンタル，炭化ニオブ，

コバルト及びチタンカーボナイトライドを含む炭化チタン，ニッケル，ニッケル−コ

バルト合金，鉄，及びそれらの組合せが特に好ましい。 

【００１６】米国特許出願公開第２００３０１５９６４７Ａ１号は，コバルトマ

トリックス中に炭化タングステンを含み（８８％ＷＣ及び１２％ＣＯ），ＷＣコアの

粒子径が０．６μｍである，ジョークラッシャによるポリシリコンの粉砕を開示し

ている。 

【００１７】米国特許第７９５０６００Ｂ２号は，シャフトと共に回転するロー

ルを含んでなるロールクラッシャであって，ロールが，鋼製のキャリヤーロール及

び多くの硬質金属部分を含んでなり，硬質金属部分が，炭化タングステンを配合し

たコバルトマトリックスからなり，硬質金属部分が，キャリヤーロール上に，丁度

合うように，取り外しできるように固定されているロールクラッシャを開示してい

る。硬質金属部分は，８０重量％を超える，より好ましくは９０重量％を超える，特

に好ましくは９１．５重量％を超える，コバルトマトリックス中に配合された炭化

タングステンからなる。 
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【００１８】米国特許第７５４９６００Ｂ２号は，半導体又はソーラー用途向け

に好適なシリコン断片から，半導体又はソーラー用途向けに好適な微小シリコン断

片を製造するための，複数の破砕工具を含んでなり，破砕工具が，硬質の，耐摩耗性

材料製の表面を有するクラッシャを記載しているが，クラッシャが，１．５〜３の

粉砕比を有し，破砕工具が，硬質金属，好ましくはコバルトマトリックス中の炭化

タングステンの表面を有し，より好ましくは炭化タングステンの比率が８０重量％

を超える。 

【００２１】基本的に，例えばＷ含有量をより高くすることにより，又はそれら

のＷＣ粒子径を低下させることにより，耐摩耗性が高くなることは，先行技術及び

一般的な推定，及び専門家の知識である。先行技術では，粒子径を約０．６μｍから

出発して，Ｗ含有量が８０％から＞９０％に向かう傾向があることが，例えば米国

特許出願公開第２００３０１５９６４７Ａ１号及び米国特許第７９５０６００Ｂ２

号に記載されている。 

【００２２】しかし，より硬い工具は，より脆くなることが分かっており，破壊さ

れた工具材料により，製品の好ましくない汚染が追加される危険性がある。 

【００２３】 この問題により，本発明の目的が生じたのである。 

 ウ 発明を実施するための形態 

【００２６】本発明は，炭化タングステンを含んでなる表面を有する少なくとも

一個の粉砕工具により，多結晶質シリコンロッドをチャンクに粉砕する方法であっ

て，工具表面の炭化タングステン含有量が９５％以下であり，炭化タングステン粒

子のメジアン粒径－質量により秤量－が０．８μｍ以上であるか，又は工具表面の

炭化タングステン含有量が８０％以上であり，炭化タングステン粒子のメジアン粒

径が０．５μｍ以下である，方法に関する。 

【００２７】工具表面の材料における１００％に対する残りは，好ましくはコバ

ルト結合剤であり，これは，２％まで，好ましくは１％未満の他の金属も含む。 

【００２８】追加の炭化物は，好ましくは１％未満の程度に存在し，その中のＣ
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ｒ３Ｃ２及びＶＣは＜０．４％である。 

【００２９】焼結の結果は，炭素の添加によっても影響を受ける。バランスの取

れた炭素レベルが，硬質金属の最適特性を達成するのに重要であることがさらに分

かっている。これに関して，例えば７〜１４μＴｍ∧３／ｋｇ，又は７５〜１１０％

の範囲内でよい磁気飽和により，推定することができる。ＷＣに基づく炭素含有量

は，約６％であり，幾分より高い傾向がある。 

【００３０】 多結晶質シリコンロッドの粉砕には，手動式ハンマー，ハンマーミ

ル及び機械式衝撃工具が好適であり，その場合，粒径が０．８μｍ以上である粗粒

を使用するのが好ましい。 

【００３１】 ジョー及びロールクラッシャ及びボールミルの使用も同様に考えら

れ，その場合，０．５μｍ以下のより細かい粒子を使用するのが好ましい。 

【００３２】より細かい粒子は，好ましくは０．２μｍ以下の粒径を有すること

と組合せて，炭化タングステン含有量が８０％を超え，好ましくは９０％を超え，

より好ましくは９５％を超える。 

【００３３】より粗い粒子は，好ましくは１．３μｍ以上の粒径を有すると共に，

炭化タングステン含有量が９５％未満，好ましくは９０％未満，より好ましくは６

５〜８０％である。 

【００３４】好ましくは，本方法は，少なくとも２粉砕工程を含んでなり，最終粉

砕工程が，先行する粉砕工程の一つで使用した粉砕工具よりも，高い炭化タングス

テン含有量，又は低い炭化タングステン粒子の粒径を有する粉砕工具で粉砕工程を

行う。 

【００３５】好ましくは，本方法は，少なくとも２粉砕工程，即ち炭化タングステ

ン粒子の粒径が０．８μｍ以上，好ましくは１．３μｍ以上である粉砕工具による

少なくとも一つの粉砕工程，又は炭化タングステン粒子の粒径が０．５μｍ以下，

好ましくは０．２μｍ以下である粉砕工具による少なくとも一つの粉砕工程を含ん

でなる。 
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【００４９】 驚くべきことに，炭化タングステン含有量，又は硬度，は，粉砕工

具のＷＣ粒子の粒径よりも，摩耗に対する影響がはるかに小さく，このことは今日

まで考慮されていない。同じ硬度に対して，より小さな粒径及び小さな炭化タング

ステン含有量を有する工具は，より大きな粒径及びより高いＷＣ含有量を有する工

具よりも，摩耗がはるかに低い。 

【００５０】ポリシリコン上へのタングステン汚染が，幾つかの粉砕工程を前提

として，主として最後の粉砕工程によって決定されることも驚くべきことである。 

【００５１】これによって，幾つかの粉砕工程を含んでなる製法では，最初の粉

砕工程，例えば最初の破壊で，耐摩耗性は少ないが，強靭な，硬質金属工具を使用す

ることができる。これは有利なことである。対照的に，最後の粉砕工程では，特に好

適なＷＣ型を有する，即ち比較的細かいＷＣ粒径及び／又は比較的高い炭化タング

ステン含有量を有する工具を確実に使用すべきである。 

 エ 実施例 

 【００６０】チャンクに粉砕することにより，下記のサイズ区分に分けられるチ

ャンクサイズ（ＣＳ）が得られ，そのそれぞれが，シリコンチャンク表面上の２点間

の最長距離（＝最大長さ）として定義される。 

 チャンクサイズ０［ｍｍ］ １～５ 

 チャンクサイズ１［ｍｍ］ ４～１５ 

 チャンクサイズ２［ｍｍ］ １０～４０ 

 チャンクサイズ３［ｍｍ］ ２０～６０ 

 チャンクサイズ４［ｍｍ］ ４５～１２０ 

 チャンクサイズ５［ｍｍ］ ９０～２００ 

 チャンクサイズ６［ｍｍ］ １３０～４００ 

【００６１】例１ 

  多結晶質シリコンロッドの，手動式ハンマー（Ｃｏマトリックス中のＷＣ）によ

る手動式破壊 
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ａ．（先行技術）８８％ＷＣ，１２％Ｃｏ及び細かい粒子（０．５〜０．８μｍ），

即ち小さな目に見えるＷＣ破片，即ち高汚染 

ｂ．８８％ＷＣ，１２％Ｃｏ及び粗い粒子（２．５〜６．０μｍ），即ち小さな目

に見えるＷＣ破片無し，即ち低汚染 

ｃ．８０％ＷＣ，２０％Ｃｏ及び細かい粒子（０．５〜０．８μｍ），即ち小さな

目に見えるＷＣ破片無し 

【００６２】例２ 

  最初の破壊を例１ｂに準じ，さらなる破壊をロールクラッシャで標的とするサイ

ズＣＳ４に，成分画分の試料片の表面汚染区分及び分析を，先行技術ＤＩＮ  ５１

０８６−２により，ＩＣＰＭＳ（ＩＣＰ＝誘導結合プラズマ）で，硬度数をビッカー

スにより，試験力１０ｋｐで。 

ａ．（先行技術）  硬度ＨＶ１０  １６５０：９０％ＷＣ＋１０％Ｃｏ，非常に細

かい粒子（０．５μｍ〜０．８μｍ），ＣＳ１タングステン２０００ｐｐｔｗ 

ｂ．硬度ＨＶ１０  １６３０：９４％ＷＣ＋６％Ｃｏ，細かい粒子（０．８μｍ

〜１．３μｍ），ＣＳ１タングステン４０００ｐｐｔｗ 

ｃ．硬度ＨＶ１０  １５９０：８５％ＷＣ＋１５％Ｃｏ，超微粒子（０．２〜０．

５μｍ），ＣＳ１タングステン１０００ｐｐｔｗ 

【００６３】例３ 

  最初の手動式破壊を例１ｂに準じ，次いでさらなる破壊を標的とするサイズＣＳ

２に大型ジョークラッシャ（８８％ＷＣ＆１２％Ｃｏ及び非常に細かい粒子（０．

５μｍ〜０．８μｍ））で，次いで二つの粉砕工程を小型のジョークラッシャ（８８％

ＷＣ＆１２％Ｃｏ非常に細かい粒子（０．５μｍ〜０．８μｍ））で，及び最後の破

壊工程 

ａ．ジョークラッシャで（８８％ＷＣ＆１２％Ｃｏ非常に細かい粒子（０．５μｍ

〜０．８μｍ），ＣＳ２タングステン５００ｐｐｔｗ（先行技術），又は 

ｂ．ジョークラッシャで（９３．５％ＷＣ＆６．５％Ｃｏ超微粒子（０．２μｍ〜



 - 13 - 

０．５μｍ），ＣＳ２タングステン２００ｐｐｔｗ 

（ａ．及びｂ．は，ほぼ同じ粉砕比で） 

【００６４】例４ 

  例３ｂと同様であるが，第二の破壊工程の後に，８００°／１ｈの予備熱処理及

び続いて水中２０℃で急冷及び真空乾燥。 

  結果は，ＣＳ２タングステン５０ｐｐｔｗ 

 【００６５】例５ 

  ポリ－Ｓｉロッドを，調整された様式で，幾つかの破壊工程及び様々なＷＣタイ

プでＣＳ２に，比較群の最終生成物がそれぞれ，約５００ｐｐｔｍのほぼ同じＷ汚

染を有するが，各群が生成物の粒径で異なるように，破壊する。続いて，材料を，Ｃ

Ｚ法により，単結晶に引き上げ，無転位長さを測定した。 

【００６６】 平均無転位長さを，可能な円筒形結晶ロッド長さ（出発時の重量マ

イナスコーン及び残基メルト損失から計算した）及び幾つかの結晶の実際長さの比

から求める。 

ａ．（先行技術）最初の手動式破壊（８８％ＷＣ／１２％Ｃｏ／非常に細かい粒子

０．５〜０．８μｍ）でＣＳ４に，続いてジョークラッシャによる二つの破壊工程

（８８％ＷＣ／１２％Ｃｏ／粒子０．５〜０．８μｍ）でＣＳ２に： 

  無転位長さ  〜７０％ 

ｂ．最初の手動式破壊（８８％ＷＣ／１２％Ｃｏ／粗い粒子２．５〜６．０μｍ）

でＣＳ４に，続いてジョークラッシャによる三つの破壊工程（８８％ＷＣ／１２％

Ｃｏ／粗い粒子２．５〜６．０μｍ）でＣＳ２に： 

  無転位長さ  〜９５％ 

ｃ．最初の手動式破壊（８８％ＷＣ／１２％Ｃｏ／超微小粒子０．２〜０．５μ

ｍ）でＣＳ４に，ジョークラッシャによる一つの破壊工程（８８％ＷＣ／１２％Ｃ

ｏ／超微小粒子０．２〜０．５μｍ）でＣＳ２に： 

  無転位長さ  〜９３％ 
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 (2) 前記(1)によれば，本件発明の概要は，以下のとおりである。 

従来，多結晶質シリコンロッドを粉砕する粉砕工具の素材として，コバルト結合

剤を含む炭化タングステン（コバルトマトリックス中に炭化タングステンを含むも

の）が知られており，タングステン含有量をより高くすること，又は炭化タングス

テン粒子径を低下させることにより，耐摩耗性が高くなることが知られていたが，

硬い工具は，脆くなることが分かっており，この場合，破壊された工具材料により，

製品の好ましくない汚染が追加される危険性があった。本件発明は，この問題を解

決することを目的とする。（【０００１】，【００１２】，【００１５】～【００１８】，

【００２１】～【００２３】） 

本件発明は，炭化タングステンを含んでなる表面を有する少なくとも一個の粉砕

工具により，多結晶質シリコンロッドをチャンクに粉砕する方法であって，工具表

面の炭化タングステン含有量が９５％以下であり，工具表面の材料における１０

０％に対する残りは，好ましくはコバルト結合剤であり，これは，２％まで，好まし

くは１％未満の他の金属も含む。好ましくは１％未満の程度に追加の炭化物が存在

し，焼結の結果は，炭素の添加によっても影響を受ける。（【００２６】～【００２

９】） 

好ましくは，少なくとも２粉砕工程を含み，炭化タングステン粒子の粒径が０．

８μｍ以上，好ましくは１．３μｍ以上の粒径である粉砕工具による少なくとも１

つの粉砕工程，又は，炭化タングステン粒子の粒径が０．５μｍ以下，好ましくは

０．２μｍ以下である粉砕工具による粉砕工程を含んでなる。（【００３０】～【００

３５】） 

炭化タングステン粒子の粒径の摩耗に対する影響は，炭化タングステン含有量，

又は硬度の摩耗に対する影響よりもはるかに大きい。また，幾つかの粉砕工程を行

うにあたり，ポリシリコン上へのタングステン汚染は主として最後の粉砕工程によ

って決定されるので，幾つかの粉砕工程を含む製法では，最初の粉砕工程で，耐摩

耗性は少ないが，強靭な，硬質金属工具を使用し，最後の粉砕工程では，比較的細か
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い炭化タングステン粒径及び／又は比較的高い炭化タングステン含有量を有する工

具を使用する。（【００４９】～【００５１】） 

多結晶質シリコンロッドに対して，手動式ハンマー（Ｃｏマトリックス中のＷＣ

（８８％ＷＣ，１２％Ｃｏ，及び粗い粒子（２．５〜６．０μｍ））による手動式破

壊後，さらにロールクラッシャ（硬度ＨＶ１０  １５９０：８５％ＷＣ＋１５％Ｃ

ｏ，超微粒子（０．２〜０．５μｍ）で破壊を行なったところ，タングステン汚染は

１０００ｐｐｔｗであった（例２ｃ）。（【００６１】～【００６３】） 

また，多結晶質シリコンロッドに対して，手動式ハンマー（Ｃｏマトリックス中

のＷＣ（８８％ＷＣ，１２％Ｃｏ，及び粗い粒子（２．５〜６．０μｍ））による手

動式破壊後，大型ジョークラッシャ（８８％ＷＣ＆１２％Ｃｏ及び非常に細かい粒

子（０．５μｍ〜０．８μｍ））で，次いで二つの粉砕工程を小型のジョークラッシ

ャ（８８％ＷＣ＆１２％Ｃｏ非常に細かい粒子（０．５μｍ〜０．８μｍ））で，及

び最後の破壊工程をジョークラッシャで（９３．５％ＷＣ＆６．５％Ｃｏ超微粒子

（０．２μｍ〜０．５μｍ）で破壊を行ったところ，タングステン汚染は２００ｐｐ

ｔｗであった（例３ｂ）。（【００６１】～【００６３】） 

さらに，第二の破壊工程の後に，８００℃１時間の予備熱処理と続く水中２０℃

で急冷及び真空乾燥を行ったところ，タングステン汚染は５０ｐｐｔｗであった（例

４）。（【００６４】） 

 ２ 取消事由１（明確性要件に係る判断の誤り）について 

⑴ 明確性要件の判断基準 

特許法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする

発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，仮

に，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許が付与された発

明の技術的範囲が不明確となり，第三者の利益が不当に害されることがあり得るの

で，そのような不都合な結果を防止することにある。そして，特許を受けようとす

る発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付し
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た明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術常識を基

礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確

であるか否かという観点から判断されるべきである。 

(2) 本件発明の明確性について 

ア 特許請求の範囲の記載及び技術常識 

請求項１には，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」との

記載があるところ，請求項１の記載自体から，この炭化タングステン粒子は，「少な

くとも二個の粉砕工具」の「工具表面」に「含有」されるものであることを理解する

ことができ，また，上記炭化タングステン粒子は，第１の粉砕工具の表面には９５

重量％以下含有され，その粒径が１．３μｍ以上であること，第２の粉砕工具の表

面には８０重量％以上含有され，その粒径が０．５μｍ以下であること，粒径はメ

ジアン粒径であること，炭化タングステン粒子のメジアン粒径が１．３μｍ以上あ

るいは０．５μｍ以下であることは，炭化タングステン粒子を「質量により秤量」し

て測定するものであることが理解できる。 

しかしながら，請求項１の記載からは，粉砕工具の「工具表面」に「含有」される

炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義が明らかであ

るとはいえない。 

また，本件特許の出願当時において，炭化タングステンを含んでなる表面を有す

る粉砕工具の工具表面に含有される炭化タングステン粒子につき，質量により秤量

したメジアン粒径を得ることができたとする当業者の技術常識を認めるに足りる証

拠はない。 

イ 本件明細書の記載 

本件明細書には，「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の

「工具表面」のタングステン含有量が９５％以下であり，工具表面の材料における

１００％に対する残りは，好ましくはコバルト結合剤であり，好ましくは１％未満

の程度に追加の炭化物が存在する（【００２６】～【００２８】），焼結の結果は，炭
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素の添加によっても影響を受ける（【００２９】）との記載があり，「炭化タングステ

ンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表面」の炭化タングステン粒子

が，コバルトである結合剤と焼結により一体化していることが開示されている。そ

して，本件明細書には，コバルト結合剤と焼結により一体化した「粉砕工具」の「工

具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン

粒径について，定義や測定方法の記載はない。 

ウ 以上によれば，本件明細書の記載を考慮し，出願当時の技術常識を基礎とし

ても，本件発明の「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工

具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン

粒径の意義を理解することはできず，本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを

得ないから，本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，明確性要件を充足しないと

いうべきである。 

(3) 原告の主張について 

ア 原告は，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義

は，沈降法により測定されるストークス径について，質量を基準に粒子径を表した

質量分布におけるメジアン粒径ということで，一義的に明確であり，ストークス径

はストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。 

そこで検討するに，甲１８（神保元二ら編「微粒子ハンドブック」初版第１刷，１

９９１年９月１日）には，ストークス径は，最も広く用いられる代表径であり，静止

流体中を重力で落下する粒子の沈降速度ｖ１と同じ沈降速度をもち，また同じ密度を

もつ球形粒子の直径であり，流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な

代表径であることの記載があり，本件出願当時，粒子の大きさを測定する方法とし

て，ストークス径を得る沈降法があることは，周知であったことが認められる。 

また，ウェブページ「粒度分布測定の基礎知識」(甲１９）には，「主な粒度分布測

定原理」の表の「遠心沈降法」の欄に，「測定粒子径の定義」を「ストークス径」，「基

本粒度分布」を「重量基準」との記載があり，「遠心沈降法 液相中の粒子群の沈降
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状態を吸光度などから計測して，球と仮定して導かれたストークスの式などと照合

し，有効径（ストークス径）を求める。」との記載がある。ウェブページ「粒径分布

測定［重力／遠心沈降式］」（甲２２）には，「［測定原理／測定法］微粒子を水または

不溶溶媒中に懸濁させ，重力場にそのまま静置するか遠心場に粒子懸濁液を置くと，

大きな粒子ほど速い速度で沈降していきます。その様子を粒子懸濁液に照射したレ

ーザー光の透過光強度によって検出します。粒子サイズは重力沈降の場合，次のＳ

ｔｏｋｅｓの式から得られます。」との記載があり， 

 

とのストークスの式が記載されている。これらによれば，沈降法は，重量（質量）基

準に基づく粒度分布が得られるものであること，液相中の粒子の沈降速度から粒径

を求めるものであり，分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認めら

れる。 

しかし，前記(2)イのとおり，本件明細書には，「炭化タングステンを含んでなる

表面を有する」「粉砕工具」の「工具表面」の炭化タングステン粒子が，コバルトで

ある結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方，炭化タングス

テン粒子が工具表面から分離可能であることの記載や示唆はない。また，ストーク

スの式によりストークス径を算出するためには，ストークスの式に沈降距離ｈ，沈

降時間ｔ等のパラメータを代入することが必要であるところ，本件明細書を見ても，

ストークスの式のパラメータの値としてどのような値を採用するかについての記載

はない。 

そうすると，粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があ

ることが周知であり，沈降法により重量（質量）基準に基づく粒度分布が得られる

としても，「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が，

コバルトである結合剤と焼結により一体化している以上，沈降法により炭化タング
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ステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから，本件発明の「炭化

タングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が，沈降法に基づいて得

られるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。 

イ 原告は，焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か，変化

するとしてどの程度変化するかは，焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも

十分に予測が可能であり，その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径

を調整し，必要に応じて焼結条件を調整すればよく，また，焼結の前後それぞれの

炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認するこ

とで，ストークス径の粒度分布の変化を予測することは可能であるから，工具表面

に存在する炭化タングステン粒子自体を測定するまでもない，また，本件発明にお

けるメジアン粒径は，「１．３μｍ以上」ないし「０．５μｍ以下」という広い範囲

を規定するものであるから，焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性にほとんど影

響を及ぼさないと考えられる旨主張する。 

しかし，本件明細書には，焼結条件との兼ね合いで焼結による粒径の変化を予測

して炭化タングステン粒子の粒径を調整することや，焼結の前後それぞれの炭化タ

ングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認してストーク

ス径の粒度分布の変化を予測することの記載や示唆はないから，本件発明の「炭化

タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，かかる予測や調整等を

行うことを前提として沈降法により測定されるストークス径のメジアン粒径である

とは解されない。また，本件発明におけるメジアン粒径が，広い範囲を規定するも

のであるとしても，焼結の有無が数値範囲の充足性に影響を及ぼさないと解すべき

根拠はないから，上記の判断を左右するものではない。 

ウ 原告は，焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要がある

としても，コバルトの融点は１４９５℃，炭化タングステンの融点は２８７０℃で

あるから，バインダーであるコバルトを溶かすなどして除去し，炭化タングステン

粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である旨主張する。 
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しかし，本件明細書には，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン

粒子とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取

り出して沈降法で測定することについては，記載も示唆もないから，本件発明の「炭

化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，コバルトを除去して

取り出した炭化タングステン粒子を沈降法により測定したストークス径であるメジ

アン粒径であるとは解されない。 

仮に，上記測定方法により炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定する

ことができたとしても，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン粒子

とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取り出

すという過程において，炭化タングステン粒子の密度や形状が一切変化しないとい

う根拠はないから，そのように取り出して測定した炭化タングステン粒子のストー

クス径が，そのまま，コバルトマトリックスと一体化した工具表面の炭化タングス

テン粒子のストークス径であるということもできない。 

エ 以上によれば，原告の主張は，いずれも採用できない。 

(4) 小括 

よって，本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」

の意味するところは明確とはいえず，請求項１の記載は，第三者の利益が不当に害

されるほどに不明確であるというべきであり，これを引用する請求項２～４，８，

１１も，いずれも，不明確であるというべきである。したがって，取消事由１は理由

がない。 

３ 結論 

以上によれば，その余の取消事由について判断するまでもなく，原告の請求は理

由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。 
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